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第６章第６章第６章第６章    行為の制限に関する事項（景観重点地区を除く市全域） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６章第６章第６章第６章    行為の制限に関する事項行為の制限に関する事項行為の制限に関する事項行為の制限に関する事項                                                                     

 

田植え前の水田に映る鳥海山（十文字地域） 
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１．１．１．１．届出対象行為 

建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は

色彩の変更（以下、「建築物の建築等」という）、工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外

観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更（以下、「工作物の建設等」という。）

や開発行為などのうち、景観への影響が大きいものについては、景観法第16条に基づく届出制度

により、周辺景観との調和を図ります。届出が必要な行為は次の通りです。このうち①建築物の

建築等と②工作物の建設等を、景観法第17条第１項に基づき景観基準に適合しない場合に変更命

令などの対象となる特定届出対象行為とします。 

 

①建築物の建築等（景観法第 16 条第１項第１号関連） 

行為 規模 

建築物の建築等 

(建築物の新築、増

築、改築若しくは移

転、外観を変更する

こととなる修繕若

しくは模様替又は

色彩の変更) 

次のいずれかに該当するもの 

・建築面積が５００㎡又は高さが１３ｍを超える建築物の新築、増築、改築、

移転 

・増築により建築面積が５００㎡又は高さが１３ｍを超えるもの 

・建築面積が５００㎡又は高さが１３ｍを超える建築物の外観の変更で、各壁

面の鉛直投影面積又は屋根面の水平投影面積の３分の１を超える面積を変

更するもの 

 

②工作物の建設等（景観法第 16 条第１項第２号関連） 

行為 規模 

工作物の建設等 

(工作物の新設、増

築、改築若しくは移

転、外観を変更する

こととなる修繕若

しくは模様替又は

色彩の変更) 

(1) 垣（生垣を除く）、さく、塀、擁壁その他これら

に類するもの 

次のいずれかに該当す

るもの 

・高さが２ｍかつ長さ

が２０ｍを超えるもの 

・高さが３ｍを超える

もの  

(2) 煙突、排気塔その他これらに類するもの 

(3) 高架水槽、冷却塔その他これらに類するもの 

(4) 彫像、記念碑その他これらに類するもの（屋外広

告物法（昭和24年法律第189号）第２条第１項に規

定する屋外広告物（以下「屋外広告物」という）を

除く。） 

(5) 観覧車、飛行塔、メリーゴーランド、ウォーター

シュート、コースターその他これらに類するもの 

(6) コンクリートプラント、アスファルトプラント、

クラッシャープラントその他これらに類するもの 

(7) 石油、ガス、液化石油ガス、穀物、飼料等を貯蔵

し、又は処理する施設 

(8) 汚水処理施設、汚物処理施設、ごみ処理施設その

他これらに類するもの 

次のいずれかに該当す

るもの 

・高さが１３ｍを超え

るもの 

・増築により高さが１

３ｍを超えるもの 

・高さが１３ｍを超え

る工作物の外観の変

更で、外観の総面積

の３分の１を超える

面積を変更するもの 

１．届出対象行為１．届出対象行為１．届出対象行為１．届出対象行為    
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(9) 電波塔、記念塔、物見塔その他これらに類するも

の（屋外広告物を除く。） 

(10) 柱類（屋外広告物を除く。） 

高さが３０ｍを超える

もの 

 

 

③開発行為（景観法第 16 条第１項第３号関連） 

行為 規模 

開発行為 

次のいずれかに該当するもの 

・下記の面積以上の開発行為 

都市計画区域内：面積 １，０００㎡以上 

都市計画区域外：面積１０，０００㎡以上 

・高さが３ｍを超える法面若しくは擁壁を生ずるもの 

 

④物件の堆積（景観法第 16 条第１項第４号関連） 

行為 規模 

物件の堆積 

(1) 用途を廃止され

た自動車、タイヤ、

建設資材、電化製

品、ドラム缶、石

油缶、スチール缶、

アルミ缶及びガラ

スびん、金属くず、

ガラスくずその他

用途を廃止された

物件 

① 新たに堆積する場合 

高さが１．５ｍ又は水平

投影面積が５００㎡を

超えるもの 

② 既に堆積されている

物件（以下「既存の物件」

という）で水平投影面積

が５００㎡以下の規模

のものに追加して堆積

する場合 

追加後の高さが１．５ｍ

又は水平投影面積が５

００㎡を超えるもの 

③ 既存の物件で水平投

影面積が５００㎡を超

える規模のものに追加

して堆積する場合 

追加する部分の規模の

高さが０．５ｍ又は水平

投影面積が５０㎡を超

えるもの 

(2) (1)に掲げるも

の以外の物件 

① 新たに堆積する場合 

高さが３ｍ又は水平投

影面積が１，０００㎡を

超えるもの 

② 既存の物件で①の基

準以下の規模のものに

追加して堆積する場合 

追加後の高さが３ｍ又

は水平投影面積が１，０

００㎡を超えるもの 

③ 既存の物件で①の基

準を超える規模のもの

に追加して堆積する場

合 

追加する部分の規模の

高さが１ｍ又は水平投

影面積が１００㎡を超

えるもの 
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⑤土石等の採取､鉱物の掘採（景観法第 16 条第１項第４号関連） 

行為 規模 

土石等の採取､鉱

物の掘採 
面積が３，０００㎡又は法面や擁壁の高さが３ｍを超えるもの 

 

⑥土地の区画形質の変更（景観法第 16 条第１項第４号関連） 

行為 規模 

土地の区画形質

の変更（開発行為又

は土石等の採取､鉱物

の掘採を除く） 

面積が３，０００㎡又は法面や擁壁の高さが３ｍを超えるもの 
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彩度 

明
度 

２．２．２．２．景観づくりの基準 

景観づくりの基準となる【景観基準】を、以下のように設定します。届出対象行為については、

その行為をする場所ごとに設定している基準に適合する必要があります。 

これらのうち建築物の建築等・工作物の建設等の景観基準を景観法第16条第３項による勧告の

基準とし、さらに建築物及び工作物の色彩の基準を景観法第17条第１項による変更命令の基準と

します。 

 

色彩の基準で用いているマンセ

ル表色系の見方は右図の通りです。

なお、色は、ディスプレイ・プリン

ターなどの仕様・設定によって変化

しますので、実際の色票の色とは異

なります。光沢も含めて、必ず、実

際の色見本帳でご確認ください。 

 

 

①ゾーン別景観基準 

届出対象行為は、以下の該当するゾーン別景観基準を踏まえ行う必要があります。 

 

    自然自然自然自然景観ゾーン景観ゾーン景観ゾーン景観ゾーン        

行為 景観基準 

建

築

物

の

建

築

等

及

び

工

作

物

の

建

設

等 

位置 

・優れた景観資源や伝統的建造物等に近接する場合は、その景観保全に配慮した位

置とすること。 

・山稜や丘陵地を背景とする地域においては、稜線の眺望を保全するよう建築物・

工作物の位置及び規模に配慮すること。 

・主要な視点場（眺望点）からの眺望や優れた景観資源の眺望を妨げることのない

ような位置とすること。 

・道路境界線及び隣地境界線から後退した位置とし、ゆとりのある空間を確保する

こと。 

・冬期間の景観に配慮し、屋根からの落雪および雪寄せに対処した配置とすること。 

形態・

意匠 

・敷地境界部に門や塀等を設ける場合には、過度に閉鎖的な印象を与えないよう配

慮すること。 

・建築物の壁面などが前面道路に直接面しているときは、道路に対して過度に閉鎖

的にならないように、窓を設けるなど公共空間との関係性に配慮すること。 

・壁面設備の給排水管、ダクト等は、外壁面に露出させないよう設置する。やむを

えず外部に露出する場合は、壁面と同一の色調とするよう努めること。 

・屋上設備は、通りからできるだけ見えにくい位置に設置し、壁面を立ち上げるか、

２．景観づくりの基準２．景観づくりの基準２．景観づくりの基準２．景観づくりの基準    
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又はルーバー等により適切な覆い処置を講ずること。 

・屋外階段は、形態、材料、色彩に配慮し建築物との調和を図ること。 

・ベランダやバルコニーは、洗濯物等が通りから直接見えにくい構造、意匠となる

よう努めること。 

・工作物は、周囲に与える突出感、違和感を軽減するような意匠となるよう努める

こと。 

・建築物の高さは、周囲の自然景観を阻害しないよう、できる限り低層に抑えるこ

と。 

・駐車場、駐輪場、ごみ置場などの付属施設は、建築物や周辺の街並みに配慮する

こと。 

 

色彩 

・建築物の建築設備等の色彩は、建築物本体及び周辺景観と調和したものとするこ

と。 

・外観の基調となる色は、けばけばしくならないよう努める。その範囲は、マンセ

ル表色系において概ね次の通りとし、山並み、街並み、田園、伝統的建造物等、

周辺景観との調和に配慮すること。 

①Ｒ(赤)、ＹＲ(橙)系の色相を使用する場合は、彩度６以下 

②Ｙ(黄)系の色相を使用する場合は、彩度４以下 

③その他の色相を使用する場合は、彩度２以下 

※ただし、工作物のうち航空法その他の法令に基づき設置するもの及び遊戯施設については、

適用しない。 

・色彩を組み合わせる場合は、建築物及び工作物に落ち着きをもたせるため、使用

する色彩相互の調和を図るとともに、彩度６を超えるアクセント色を使用する場

合は、外観の面積（各壁面の鉛直投影面積）の 10％以内とすること。 

 

素材 

・建築物は、山並み、街並み、田園、伝統的建造物等周辺景観との調和に配慮し、

かつ、隣接する建築物及び工作物との相互の調和にも配慮した素材・材料を使用

すること。 

・工作物は、山並み、街並み、田園、伝統的建造物等周辺景観との調和に配慮した

素材、材料を用いること。 

 

緑化 

・敷地内の植樹・植栽に努めること。 

・敷地内の樹木の配置及び樹種の構成は、山並みや街並み、田園等、周辺景観との

調和に配慮した植栽とすること。 

・敷地の周囲は、中・高木や生垣により緑化すること。また、道路から後退してで

きる空間は、積極的に緑化措置を講ずること。 

・植栽に当たっては自然植生を考慮するとともに周辺の樹木との調和が得られる樹

種とすること。 

・既存の樹木等、特に樹姿又は樹勢が優れた既存の樹木がある場合は、残すよう配

慮すること。 

・駐車場は、道路等から直接見えないように周囲を緑化等により遮へいすること。 

開

発

行

土地の

形状 

・従来の地形をできる限り生かすよう工夫するとともに、大幅な地形の改変が必要

な場合は、周辺地形との調和を図り、又、主要な視点場（眺望点）からの眺望を

著しく損なうことのないよう配慮すること。 
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為 

土地の

緑化 

・優れた樹木や樹林は、できる限り保存又は移植を行うほか、緑の生育環境を整え、

敷地の周囲などは地域の環境等に応じた樹種等で緑化するよう配慮すること。 

・緑化に当たっては、自然植生を考慮するとともに、周辺の樹木と調和した樹種

とすること。 

 法面及

び擁壁

の外観 

・法面や擁壁は、規模を抑え、周囲の地形と滑らかに連続させるほか、自然素材等

の仕上げや緑化を行うなど、周辺の景観への影響を軽減するよう工夫すること。 

物

件

の

堆

積 

堆積の

位置及

び方法 

・主要な視点場（眺望点）や道路から見えないような位置とすること。 

・物件の堆積は、高さを抑え、整然と行うなど、できる限りすっきりと見えるよう

工夫するほか、道路境界等から離すなど、歩行者等に与える圧迫感を和らげるよ

う配慮すること。 

遮へい 

・植栽等で遮へいし、出入口は少なく、そして目立たない位置に設けるなど、周囲

の道路から見えにくくするほか、主要な視点場（眺望点）からの眺望を損なわな

いよう配慮すること。 

・遮へいに伴う植栽に当たっては、自然植生を考慮するとともに、周辺の樹木との

調和が得られる樹種とすること。 

土

石

等

の

採

取

又

は

鉱

物

の

掘

採 

遮へい 

・行為中において、山並み、街並み、田園、伝統的建造物等周辺景観への影響を緩

和するように、敷地の周囲は常緑の中・高木等による緑化や周辺の道路からの遮

へいに配慮すること。 

・出入口は少なく、そして目立たない位置に設けるなど、周囲の道路から見えにく

くするほか、主要な視点場（眺望点）からの眺望を損なわないよう配慮すること。 

跡地の

形状 

・地形の改変をできる限り小さくするよう配慮するとともに、法面は、規模を抑え、

周囲の地形と滑らかに連続するよう工夫すること。 

跡地の

緑化 

・掘採等が終了したところから、自然に近い緑の生育環境を整え、地域の環境等に

応じた樹種等を用いるなど、速やかに緑が復元するよう工夫する。 

・やむを得ず擁壁が生ずる場合は、周辺の景観と調和した形態及び素材とするとと

もに、前面又は壁面に修景緑化等を図ること。 

・緑化に当たっては、自然植生を考慮するとともに、周辺の樹木と調和した樹種と

すること。 

土

地

の

区

画

形

質

の

変

更 

土地の

形状 

・従来の地形をできる限り生かすよう工夫するとともに、大幅な地形の改変が必要

な場合は、周辺地形との調和を図り、又、主要な視点場（眺望点）からの眺望を

著しく損なうことのないよう配慮すること。 

土地の

緑化 

・優れた樹木や樹林は、できる限り保存又は移植を行うほか、緑の生育環境を整え、

敷地の周囲などは地域の環境等に応じた樹種等で緑化するよう配慮する。 

・緑化に当たっては、自然植生を考慮するとともに、周辺の樹木と調和した樹種と

すること。 

法面及

び擁壁

の外観

等 

・法面や擁壁は、規模を抑え、周囲の地形と滑らかに連続させるほか、自然素材等

の仕上げや緑化を行うなど、周辺の景観への影響を軽減するよう工夫すること。 
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    田園田園田園田園景観ゾーン景観ゾーン景観ゾーン景観ゾーン        

行為 景観基準 

建

築

物

の

建

築

等

及

び

工

作

物

の

建

設

等 

位置 

・優れた景観資源や伝統的建造物等に近接する場合は、その景観保全に配慮した位

置とすること。 

・山稜や丘陵地を背景とする地域においては、稜線の眺望を保全するよう建築物・

工作物の位置及び規模に配慮すること。 

・主要な視点場（眺望点）からの眺望や優れた景観資源の眺望を妨げることのない

ような位置とすること。 

・道路境界線及び隣地境界線から後退した位置とし、ゆとりのある空間を確保する

こと。 

・冬期間の景観に配慮し、屋根からの落雪および雪寄せに対処した配置とすること。 

形態・

意匠 

・敷地境界部に門や塀等を設ける場合には、過度に閉鎖的な印象を与えないよう配

慮すること。 

・建築物の壁面などが前面道路に直接面しているときは、道路に対して過度に閉鎖

的にならないように、窓を設けるなど公共空間との関係性に配慮すること。 

・壁面設備の給排水管、ダクト等は、外壁面に露出させないよう設置する。やむを

えず外部に露出する場合は、壁面と同一の色調とするよう努めること。 

・屋上設備は、通りからできるだけ見えにくい位置に設置し、壁面を立ち上げるか、

又はルーバー等により適切な覆い処置を講ずること。 

・屋外階段は、形態、材料、色彩に配慮し建築物との調和を図ること。 

・ベランダやバルコニーは、洗濯物等が通りから直接見えにくい構造、意匠となる

よう努めること。 

・工作物は、周囲に与える突出感、違和感を軽減するような意匠となるよう努める

こと。 

・建築物の高さは、周囲の自然景観を阻害しないよう、できる限り低層に抑えるこ

と。 

・駐車場、駐輪場、ごみ置場などの付属施設は、建築物や周辺の街並みに配慮する

こと。 

 

色彩 

・建築物の建築設備等の色彩は、建築物本体及び周辺景観と調和したものとするこ

と。 

・外観の基調となる色は、けばけばしくならないよう努める。その範囲は、マンセ

ル表色系において概ね次の通りとし、山並み、街並み、田園、伝統的建造物等、

周辺景観との調和に配慮すること。 

①Ｒ(赤)、ＹＲ(橙)系の色相を使用する場合は、彩度６以下 

②Ｙ(黄)系の色相を使用する場合は、彩度４以下 

③その他の色相を使用する場合は、彩度２以下 

※ただし、工作物のうち航空法その他の法令に基づき設置するもの及び遊戯施設については、

適用しない。 

・色彩を組み合わせる場合は、建築物及び工作物に落ち着きをもたせるため、使用

する色彩相互の調和を図るとともに、彩度６を超えるアクセント色を使用する場

合は、外観の面積（各壁面の鉛直投影面積）の 10％以内とすること。 
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素材 

・建築物は、山並み、街並み、田園、伝統的建造物等周辺景観との調和に配慮し、

かつ、隣接する建築物及び工作物との相互の調和にも配慮した素材・材料を使用

すること。 

・工作物は、山並み、街並み、田園、伝統的建造物等周辺景観との調和に配慮した

素材、材料を用いること。 

 

緑化 

・敷地内の植樹・植栽に努めること。 

・敷地内の樹木の配置及び樹種の構成は、山並みや街並み、田園等、周辺景観との

調和に配慮した植栽とすること。 

・敷地の周囲は、中・高木や生垣により緑化すること。また、道路から後退してで

きる空間は、積極的に緑化措置を講ずること。 

・植栽に当たっては自然植生を考慮するとともに周辺の樹木との調和が得られる樹

種とすること。 

・既存の樹木等、特に樹姿又は樹勢が優れた既存の樹木がある場合は、残すよう配

慮すること。 

・駐車場は、道路等から直接見えないように周囲を緑化等により遮へいすること。 

・公共公益施設や商業施設等では、緑に囲まれた景観を形成するため、道路沿いや

建築物前面、駐車場等のオープンスペース等に植栽をすること。 

・大規模な工場等では、緑に囲まれた景観を形成するため、緩衝帯的な植栽をする

こと。 

開

発

行

為 

土地の

形状 

・従来の地形をできる限り生かすよう工夫するとともに、大幅な地形の改変が必要

な場合は、周辺地形との調和を図り、又、主要な視点場（眺望点）からの眺望を

著しく損なうことのないよう配慮すること。 

土地の

緑化 

・優れた樹木や樹林は、できる限り保存又は移植を行うほか、緑の生育環境を整え、

敷地の周囲などは地域の環境等に応じた樹種等で緑化するよう配慮すること。 

・緑化に当たっては、自然植生を考慮するとともに、周辺の樹木と調和した樹種

とすること。 

 法面及

び擁壁

の外観 

・法面や擁壁は、規模を抑え、周囲の地形と滑らかに連続させるほか、自然素材等

の仕上げや緑化を行うなど、周辺の景観への影響を軽減するよう工夫すること。 

物

件

の

堆

積 

堆積の

位置及

び方法 

・主要な視点場（眺望点）や道路から見えないような位置とすること。 

・物件の堆積は、高さを抑え、整然と行うなど、できる限りすっきりと見えるよう

工夫するほか、道路境界等から離すなど、歩行者等に与える圧迫感を和らげるよ

う配慮すること。 

遮へい 

・植栽等で遮へいし、出入口は少なく、そして目立たない位置に設けるなど、周囲

の道路から見えにくくするほか、主要な視点場（眺望点）からの眺望を損なわな

いよう配慮すること。 

・遮へいに伴う植栽に当たっては、自然植生を考慮するとともに、周辺の樹木との

調和が得られる樹種とすること。 

土

石

等

の

採

遮へい 

・行為中において、山並み、街並み、田園、伝統的建造物等周辺景観への影響を緩

和するように、敷地の周囲は常緑の中・高木等による緑化や周辺の道路からの遮

へいに配慮すること。 

・出入口は少なく、そして目立たない位置に設けるなど、周囲の道路から見えにく

くするほか、主要な視点場（眺望点）からの眺望を損なわないよう配慮すること。 
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取

又

は

鉱

物

の

掘

採 

跡地の

形状 

・地形の改変をできる限り小さくするよう配慮するとともに、法面は、規模を抑え、

周囲の地形と滑らかに連続するよう工夫すること。 

跡地の

緑化 

・掘採等が終了したところから、自然に近い緑の生育環境を整え、地域の環境等に

応じた樹種等を用いるなど、速やかに緑が復元するよう工夫する。 

・やむを得ず擁壁が生ずる場合は、周辺の景観と調和した形態及び素材とするとと

もに、前面又は壁面に修景緑化等を図ること。 

・緑化に当たっては、自然植生を考慮するとともに、周辺の樹木と調和した樹種と

すること。 

土

地

の

区

画

形

質

の

変

更 

土地の

形状 

・従来の地形をできる限り生かすよう工夫するとともに、大幅な地形の改変が必要

な場合は、周辺地形との調和を図り、又、主要な視点場（眺望点）からの眺望を

著しく損なうことのないよう配慮すること。 

土地の

緑化 

・優れた樹木や樹林は、できる限り保存又は移植を行うほか、緑の生育環境を整え、

敷地の周囲などは地域の環境等に応じた樹種等で緑化するよう配慮する。 

・緑化に当たっては、自然植生を考慮するとともに、周辺の樹木と調和した樹種と

すること。 

法面及

び擁壁

の外観

等 

・法面や擁壁は、規模を抑え、周囲の地形と滑らかに連続させるほか、自然素材等

の仕上げや緑化を行うなど、周辺の景観への影響を軽減するよう工夫すること。 
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    市街地市街地市街地市街地景観ゾーン景観ゾーン景観ゾーン景観ゾーン        

行為 景観基準 

建

築

物

の

建

築

等

及

び

工

作

物

の

建

設

等 

位置 

・優れた景観資源や伝統的建造物等に近接する場合は、その景観保全に配慮した位

置とすること。 

・山稜や丘陵地を背景とする地域においては、稜線の眺望を保全するよう建築物・

工作物の位置及び規模に配慮すること。 

・主要な視点場（眺望点）からの眺望や優れた景観資源の眺望を妨げることのない

ような位置とすること。 

・道路境界線及び隣地境界線から後退した位置とし、ゆとりのある空間を確保する

こと。 

・冬期間の景観に配慮し、屋根からの落雪および雪寄せに対処した配置とすること。 

・道路等の公共空間に面する部分は、歩行者等に対する圧迫感、威圧感を緩和する

ような位置及び規模に配慮すること。 

形態・

意匠 

・敷地境界部に門や塀等を設ける場合には、過度に閉鎖的な印象を与えないよう配

慮すること。 

・建築物の壁面などが前面道路に直接面しているときは、道路に対して過度に閉鎖

的にならないように、窓を設けるなど公共空間との関係性に配慮すること。 

・壁面設備の給排水管、ダクト等は、外壁面に露出させないよう設置する。やむを

えず外部に露出する場合は、壁面と同一の色調とするよう努めること。 

・屋上設備は、通りからできるだけ見えにくい位置に設置し、壁面を立ち上げるか、

又はルーバー等により適切な覆い処置を講ずること。 

・屋外階段は、形態、材料、色彩に配慮し建築物との調和を図ること。 

・ベランダやバルコニーは、洗濯物等が通りから直接見えにくい構造、意匠となる

よう努めること。 

・工作物は、周囲に与える突出感、違和感を軽減するような意匠となるよう努める

こと。 

・駐車場、駐輪場、ごみ置場などの付属施設は、建築物や周辺の街並みに配慮する

こと。 

 

色彩 

・建築物の建築設備等の色彩は、建築物本体及び周辺景観と調和したものとするこ

と。 

・外観の基調となる色は、けばけばしくならないよう努める。その範囲は、マンセ

ル色票系において概ね次の通りとし、山並み、街並み、田園、伝統的建造物等、

周辺景観との調和に配慮すること。 

①Ｒ(赤)、ＹＲ(橙)系の色相を使用する場合は、彩度６以下 

②Ｙ(黄)系の色相を使用する場合は、彩度４以下 

③その他の色相を使用する場合は、彩度２以下 

※ただし、工作物のうち航空法その他の法令に基づき設置するもの及び遊戯施設については、

適用しない。 

・色彩を組み合わせる場合は、建築物及び工作物に落ち着きをもたせるため、使用

する色彩相互の調和を図るとともに、彩度６を超えるアクセント色を使用する場

合は、外観の面積（各壁面の鉛直投影面積）の 10％以内とすること。 

 



 48484848

 

素材 

・建築物は、山並み、街並み、田園、伝統的建造物等周辺景観との調和に配慮し、

かつ、隣接する建築物及び工作物との相互の調和にも配慮した素材・材料を使用

すること。 

・工作物は、山並み、街並み、田園、伝統的建造物等周辺景観との調和に配慮した

素材、材料を用いること。 

 

緑化 

・敷地内の植樹・植栽に努めること。 

・敷地内の樹木の配置及び樹種の構成は、山並みや街並み、田園等、周辺景観との

調和に配慮した植栽とすること。 

・敷地の周囲は、中・高木や生垣により緑化すること。また、道路から後退してで

きる空間は、積極的に緑化措置を講ずること。 

・植栽に当たっては自然植生を考慮するとともに周辺の樹木との調和が得られる樹

種とすること。 

・既存の樹木等、特に樹姿又は樹勢が優れた既存の樹木がある場合は、残すよう配

慮すること。 

・駐車場は、道路等から直接見えないように周囲を緑化等により遮へいすること。 

・公共公益施設や商業施設等では、緑に囲まれた景観を形成するため、道路沿いや

建築物前面、駐車場等のオープンスペース等に植栽をすること。 

・大規模な工場等では、緑に囲まれた景観を形成するため、緩衝帯的な植栽をする

こと。 

開

発

行

為 

土地の

形状 

・従来の地形をできる限り生かすよう工夫するとともに、大幅な地形の改変が必要

な場合は、周辺地形との調和を図り、又、主要な視点場（眺望点）からの眺望を

著しく損なうことのないよう配慮すること。 

土地の

緑化 

・優れた樹木や樹林は、できる限り保存又は移植を行うほか、緑の生育環境を整え、

敷地の周囲などは地域の環境等に応じた樹種等で緑化するよう配慮すること。 

・緑化に当たっては、自然植生を考慮するとともに、周辺の樹木と調和した樹種

とすること。 

 法面及

び擁壁

の外観 

・法面や擁壁は、規模を抑え、周囲の地形と滑らかに連続させるほか、自然素材等

の仕上げや緑化を行うなど、周辺の景観への影響を軽減するよう工夫すること。 

物

件

の

堆

積 

堆積の

位置及

び方法 

・主要な視点場（眺望点）や道路から見えないような位置とすること。 

・物件の堆積は、高さを抑え、整然と行うなど、できる限りすっきりと見えるよう

工夫するほか、道路境界等から離すなど、歩行者等に与える圧迫感を和らげるよ

う配慮すること。 

遮へい 

・植栽等で遮へいし、出入口は少なく、そして目立たない位置に設けるなど、周囲

の道路から見えにくくするほか、主要な視点場（眺望点）からの眺望を損なわな

いよう配慮すること。 

・遮へいに伴う植栽に当たっては、自然植生を考慮するとともに、周辺の樹木との

調和が得られる樹種とすること。 

土

石

等

の

採

遮へい 

・行為中において、山並み、街並み、田園、伝統的建造物等周辺景観への影響を緩

和するように、敷地の周囲は常緑の中・高木等による緑化や周辺の道路からの遮

へいに配慮すること。 

・出入口は少なく、そして目立たない位置に設けるなど、周囲の道路から見えにく

くするほか、主要な視点場（眺望点）からの眺望を損なわないよう配慮すること。 
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取

又

は

鉱

物

の

掘

採 

跡地の

形状 

・地形の改変をできる限り小さくするよう配慮するとともに、法面は、規模を抑え、

周囲の地形と滑らかに連続するよう工夫すること。 

跡地の

緑化 

・掘採等が終了したところから、自然に近い緑の生育環境を整え、地域の環境等に

応じた樹種等を用いるなど、速やかに緑が復元するよう工夫する。 

・やむを得ず擁壁が生ずる場合は、周辺の景観と調和した形態及び素材とするとと

もに、前面又は壁面に修景緑化等を図ること。 

・緑化に当たっては、自然植生を考慮するとともに、周辺の樹木と調和した樹種と

すること。 

土

地

の

区

画

形

質

の

変

更 

土地の

形状 

・従来の地形をできる限り生かすよう工夫するとともに、大幅な地形の改変が必要

な場合は、周辺地形との調和を図り、又、主要な視点場（眺望点）からの眺望を

著しく損なうことのないよう配慮すること。 

土地の

緑化 

・優れた樹木や樹林は、できる限り保存又は移植を行うほか、緑の生育環境を整え、

敷地の周囲などは地域の環境等に応じた樹種等で緑化するよう配慮する。 

・緑化に当たっては、自然植生を考慮するとともに、周辺の樹木と調和した樹種と

すること。 

法面及

び擁壁

の外観

等 

・法面や擁壁は、規模を抑え、周囲の地形と滑らかに連続させるほか、自然素材等

の仕上げや緑化を行うなど、周辺の景観への影響を軽減するよう工夫すること。 
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②景観形成軸別景観基準 

景観形成軸にあたる場所での届出対象行為は、ゾーン別景観基準とともに、以下の景観形成軸

別景観基準も踏まえ行う必要があります。 

 

    田園田園田園田園景観形成軸景観形成軸景観形成軸景観形成軸        

行為 景観基準 

建築物の建築等

及び工作物の建

設等 

 該当するゾーン別の景観基準に以下を加味すること。 

位置 
・原則として建築物の外壁は、軸の中心となる道路から後退さ

せること。 

形態・意匠 

・長大な壁面を避け、背景となる田園景観や軸の中心となる道

路沿道の建築物等による空を背景とした輪郭線(スカイライ

ン)に与える影響を軽減するよう配慮すること。 

色彩 
・外観は、落ち着いた色彩を基調とし、周辺の田園景観との調

和に配慮すること。 

・開発行為 

・物件の堆積 

・土石の採取又は鉱物の掘採 

・土地の区画形質の変更 

該当するゾーン別の景観基準と同じ。 

 

 

 

    水辺水辺水辺水辺景観形成軸景観形成軸景観形成軸景観形成軸        

行為 景観基準 

建築物の建築等

及び工作物の建

設等 

 該当するゾーン別の景観基準に以下を加味すること。 

形態・意匠 
・建築物の高さは、樹林の連続性にできる限り影響を与えない

ように配慮すること。 

色彩 
・外観は、落ち着いた色彩を基調とし、水辺景観との調和に配

慮すること。 

・開発行為 

・物件の堆積 

・土石の採取又は鉱物の掘採 

・土地の区画形質の変更 

該当するゾーン別の景観基準と同じ。 
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    都市都市都市都市景観形成軸景観形成軸景観形成軸景観形成軸        

行為 景観基準 

建築物の建築等

及び工作物の建

設等 

 該当するゾーン別の景観基準に以下を加味すること。 

位置 

・原則として建築物の外壁は、軸の中心となる道路から後退さ

せること。 

・前面空地については、隣接する建築物における前面空地との

相互の連担性に配慮すること。 

形態・意匠 

・長大な壁面を避け、軸の中心となる道路沿道の建築物等によ

る空を背景とした輪郭線(スカイライン)に与える影響を軽

減するよう配慮すること。 

色彩 
・外観の色彩を落ち着いた色調とし、街並みなど周辺との調和

に配慮すること。 

・開発行為 

・物件の堆積 

・土石の採取又は鉱物の掘採 

・土地の区画形質の変更 

該当するゾーン別の景観基準と同じ。 

 

 

    丘陵地丘陵地丘陵地丘陵地の景観形成軸の景観形成軸の景観形成軸の景観形成軸        

行為 景観基準 

建築物の建築等

及び工作物の建

設等 

 該当するゾーン別の景観基準に以下を加味すること。 

位置 
・雄平フルーツライン沿道においては、原則として建築物の外

壁は、道路からの距離に配慮すること。 

形態・意匠 

・長大な壁面を避け、背景となる田園や丘陵地の果樹園や山林

が創出する自然景観と雄平フルーツライン沿道の建築物等

による空を背景とした輪郭線(スカイライン)に与える影響

を軽減するよう配慮すること。 

色彩 

・外観は、落ち着いた色彩を基調とし、背景となる田園や丘陵

地の果樹園や山林が創出する自然景観との調和に配慮する

こと。 

・開発行為 

・物件の堆積 

・土石の採取又は鉱物の掘採 

・土地の区画形質の変更 

該当するゾーン別の景観基準と同じ。 

 

 



 52525252

■景観基準一覧表（建築物の建築等・工作物の建設等）      ※景観重点地区は第７章を参照 

行為 景観基準 

ゾーン別 景観形成軸別 

自
然
景
観

 

ゾ
ー
ン

 

田
園
景
観

 

ゾ
ー
ン

 

市
街
地
景
観

 ゾ
ー
ン

 

田
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景
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成
軸

 

水
辺
景
観

 

形
成
軸

 
都
市
景
観

 

形
成
軸

 

丘
陵
地
の
景
観

 

形
成
軸

 

建建建建

築築築築

物物物物

のののの

建建建建

築築築築

等等等等

・・・・

工工工工

作作作作

物物物物

のののの

建建建建

設設設設

等等等等    

位置位置位置位置    優れた景観資源や伝統的建造物等に近接する場合

は、その景観保全に配慮した位置とすること。 ○○○○    ○○○○    ○○○○                    
山稜や丘陵地を背景とする地域においては、稜線の

眺望を保全するよう建築物・工作物の位置及び規模

に配慮すること。 
○○○○    ○○○○    ○○○○                    

主要な視点場（眺望点）からの眺望や優れた景観資

源の眺望を妨げることのないような位置とするこ

と。 
○○○○    ○○○○    ○○○○                    

道路境界線及び隣地境界線から後退した位置とし、

ゆとりのある空間を確保すること。 ○○○○    ○○○○    ○○○○                    
冬期間の景観に配慮し、屋根からの落雪および雪寄

せに対処した配置とすること。 ○○○○    ○○○○    ○○○○                    
道路等の公共空間に面する部分は、歩行者等に対す

る圧迫感、威圧感を緩和するような位置及び規模に

配慮すること。 
        ○○○○                    

原則として建築物の外壁は、軸の中心となる道路か

ら後退させること。             ○○○○        ○○○○        
前面空地については、隣接する建築物における前面

空地との相互の連担性に配慮すること。                     ○○○○        
雄平フルーツライン沿道においては、原則として建

築物の外壁は、道路からの距離に配慮すること。                         ○○○○    
形態・形態・形態・形態・

意匠意匠意匠意匠    

敷地境界部に門や塀等を設ける場合には、過度に閉

鎖的な印象を与えないよう配慮すること。 ○○○○    ○○○○    ○○○○                    
建築物の壁面などが前面道路に直接面していると

きは、道路に対して過度に閉鎖的にならないよう

に、窓を設けるなど公共空間との関係性に配慮する

こと。 

○○○○    ○○○○    ○○○○                    

壁面設備の給排水管、ダクト等は、外壁面に露出さ

せないよう設置する。やむをえず外部に露出する場

合は、壁面と同一の色調とするよう努めること。 
○○○○    ○○○○    ○○○○                    

屋上設備は、通りからできるだけ見えにくい位置に

設置し、壁面を立ち上げるか、又はルーバー等によ

り適切な覆い処置を講ずること。 
○○○○    ○○○○    ○○○○                    

屋外階段は、形態、材料、色彩に配慮し建築物との

調和を図ること。 ○○○○    ○○○○    ○○○○                    
ベランダやバルコニーは、洗濯物等が通りから直接

見えにくい構造、意匠となるよう努めること。 ○○○○    ○○○○    ○○○○                    
工作物は、周囲に与える突出感、違和感を軽減する

ような意匠となるよう努めること。 ○○○○    ○○○○    ○○○○                    
建築物の高さは、周囲の自然景観を阻害しないよ

う、できる限り低層に抑えること。 ○○○○    ○○○○                        
駐車場、駐輪場、ごみ置場などの付属施設は、建築

物や周辺の街並みに配慮すること。 ○○○○    ○○○○    ○○○○                    
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行為 景観基準 

ゾーン別 景観形成軸別 
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形
成
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        長大な壁面を避け、背景となる田園景観や軸の中心

となる道路沿道の建築物等による空を背景とした

輪郭線(スカイライン)に与える影響を軽減するよ

う配慮すること。 

            ○○○○                

建築物の高さは、樹林の連続性にできる限り影響を

与えないように配慮すること。                 ○○○○            
長大な壁面を避け、軸の中心となる道路沿道の建築

物等による空を背景とした輪郭線(スカイライン)

に与える影響を軽減するよう配慮すること。 
                    ○○○○        

長大な壁面を避け、背景となる田園や丘陵地の果樹

園や山林が創出する自然景観と雄平フルーツライ

ン沿道の建築物等による空を背景とした輪郭線(ス

カイライン)に与える影響を軽減するよう配慮する

こと。 

                        ○○○○    

色彩色彩色彩色彩    建築物の建築設備等の色彩は、建築物本体及び周辺

景観と調和したものとすること。 ○○○○    ○○○○    ○○○○                    
外観の基調となる色は、けばけばしくならないよ

う努める。その範囲は、マンセル表色系において

概ね次の通りとし、山並み、街並み、田園、伝統

的建造物等、周辺景観との調和に配慮すること。 

①Ｒ(赤)、ＹＲ(橙)系の色相を使用する場合は、

彩度６以下 

②Ｙ(黄)系の色相を使用する場合は、彩度４以

下 

③その他の色相を使用する場合は、彩度２以下 

※ただし、工作物のうち航空法その他の法令に基づ

き設置するもの及び遊戯施設については、適用し

ない。 

○○○○    ○○○○    ○○○○                    

 外観は、落ち着いた色彩を基調とし、周辺の田

園景観との調和に配慮すること。             ○○○○                
外観は、落ち着いた色彩を基調とし、水辺景観

との調和に配慮すること。                 ○○○○            
外観の色彩を落ち着いた色調とし、街並みなど

周辺との調和に配慮すること。                     ○○○○        
外観は、落ち着いた色彩を基調とし、背景とな

る田園や丘陵地の果樹園や山林が創出する自

然景観との調和に配慮すること。 
                        ○○○○    

色彩を組み合わせる場合は、建築物及び工作物に落

ち着きをもたせるため、使用する色彩相互の調和を

図るとともに、彩度６を超えるアクセント色を使用

する場合は、外観の面積（各壁面の鉛直投影面積）

の10％以内とすること。 

○○○○    ○○○○    ○○○○                    
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行為 景観基準 

ゾーン別 景観形成軸別 
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    素材素材素材素材    

    

建築物は、山並み、街並み、田園、伝統的建造物等

周辺景観との調和に配慮し、かつ、隣接する建築物

及び工作物との相互の調和にも配慮した素材・材料

を使用すること。 

○○○○    ○○○○    ○○○○                    

工作物は、山並み、街並み、田園、伝統的建造物等

周辺景観との調和に配慮した素材、材料を用いるこ

と。 
○○○○    ○○○○    ○○○○                    

緑化緑化緑化緑化    

    

敷地内の植樹・植栽に努めること。 ○○○○    ○○○○    ○○○○                    
敷地内の樹木の配置及び樹種の構成は、山並みや街

並み、田園等、周辺景観との調和に配慮した植栽と

すること。 
○○○○    ○○○○    ○○○○                    

    敷地の周囲は、中・高木や生垣により緑化すること。

また、道路から後退してできる空間は、積極的に緑

化措置を講ずること。 
○○○○    ○○○○    ○○○○                    

植栽に当たっては自然植生を考慮するとともに周

辺の樹木との調和が得られる樹種とすること。 ○○○○    ○○○○    ○○○○                    
既存の樹木等、特に樹姿又は樹勢が優れた既存の樹

木がある場合は、残すよう配慮すること。 ○○○○    ○○○○    ○○○○                    
駐車場は、道路等から直接見えないように周囲を緑

化等により遮へいすること。 ○○○○    ○○○○    ○○○○                    
公共公益施設や商業施設等では、緑に囲まれた景観

を形成するため、道路沿いや建築物前面、駐車場等

のオープンスペース等に植栽をすること。 
    ○○○○    ○○○○                    

大規模な工場等では、緑に囲まれた景観を形成する

ため、緩衝帯的な植栽をすること。     ○○○○    ○○○○                    
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■景観基準一覧表（開発行為・物件の堆積・土石等の採取又は鉱物の掘採・土地の区画形質の変更） 

   ※景観重点地区は第７章を参照 

以下、共通（ゾーン別、景観形成軸別の基準はなし） 

行為 景観基準 

開開開開

発発発発

行行行行

為為為為    

    

土地の形状土地の形状土地の形状土地の形状    従来の地形をできる限り生かすよう工夫するとともに、大幅な地形の改変が必要な場合は、

周辺地形との調和を図り、又、主要な視点場（眺望点）からの眺望を著しく損なうことの

ないよう配慮すること。    
土地の緑化土地の緑化土地の緑化土地の緑化    優れた樹木や樹林は、できる限り保存又は移植を行うほか、緑の生育環境を整え、敷地の

周囲などは地域の環境等に応じた樹種等で緑化するよう配慮すること。    
緑化に当たっては、自然植生を考慮するとともに、周辺の樹木と調和した樹種とすること。    

法面及び擁法面及び擁法面及び擁法面及び擁

壁の外観壁の外観壁の外観壁の外観    
法面や擁壁は、規模を抑え、周囲の地形と滑らかに連続させるほか、自然素材等の仕上げ

や緑化を行うなど、周辺の景観への影響を軽減するよう工夫すること。    
物物物物

件件件件

のののの

堆堆堆堆

積積積積    

堆積の位置堆積の位置堆積の位置堆積の位置

及び方法及び方法及び方法及び方法    
主要な視点場（眺望点）や道路から見えないような位置とすること。    
物件の堆積は、高さを抑え、整然と行うなど、できる限りすっきりと見えるよう工夫する

ほか、道路境界等から離すなど、歩行者等に与える圧迫感を和らげるよう配慮すること。    
遮へい遮へい遮へい遮へい    植栽等で遮へいし、出入口は少なく、そして目立たない位置に設けるなど、周囲の道路か

ら見えにくくするほか、主要な視点場（眺望点）からの眺望を損なわないよう配慮するこ

と。    
遮へいに伴う植栽に当たっては、自然植生を考慮するとともに、周辺の樹木との調和が得

られる樹種とすること。    
土土土土

石石石石

等等等等

のののの

採採採採

取取取取

又又又又

はははは

鉱鉱鉱鉱

物物物物

のののの

掘掘掘掘

採採採採    

遮へい遮へい遮へい遮へい    行為中において、山並み、街並み、田園、伝統的建造物等周辺景観への影響を緩和するよ

うに、敷地の周囲は常緑の中・高木等による緑化や周辺の道路からの遮へいに配慮するこ

と。    
出入口は少なく、そして目立たない位置に設けるなど、周囲の道路から見えにくくするほ

か、主要な視点場（眺望点）からの眺望を損なわないよう配慮すること。    
跡地の形状跡地の形状跡地の形状跡地の形状    地形の改変をできる限り小さくするよう配慮するとともに、法面は、規模を抑え、周囲の

地形と滑らかに連続するよう工夫すること。    
跡地の緑化跡地の緑化跡地の緑化跡地の緑化    掘採等が終了したところから、自然に近い緑の生育環境を整え、地域の環境等に応じた樹

種等を用いるなど、速やかに緑が復元するよう工夫する。    
やむを得ず擁壁が生ずる場合は、周辺の景観と調和した形態及び素材とするとともに、前

面又は壁面に修景緑化等を図ること。    
緑化に当たっては、自然植生を考慮するとともに、周辺の樹木と調和した樹種とすること。    

土土土土

地地地地

のののの

区区区区

画画画画

形形形形

質質質質

のののの

変変変変

更更更更    

土地の形状土地の形状土地の形状土地の形状    従来の地形をできる限り生かすよう工夫するとともに、大幅な地形の改変が必要な場合は、

周辺地形との調和を図り、又、主要な視点場（眺望点）からの眺望を著しく損なうことの

ないよう配慮すること。    
土地の緑化土地の緑化土地の緑化土地の緑化    優れた樹木や樹林は、できる限り保存又は移植を行うほか、緑の生育環境を整え、敷地の

周囲などは地域の環境等に応じた樹種等で緑化するよう配慮する。    
緑化に当たっては、自然植生を考慮するとともに、周辺の樹木と調和した樹種とすること。    

法面及び擁法面及び擁法面及び擁法面及び擁

壁の外観等壁の外観等壁の外観等壁の外観等    法面や擁壁は、規模を抑え、周囲の地形と滑らかに連続させるほか、自然素材等の仕上げ

や緑化を行うなど、周辺の景観への影響を軽減するよう工夫すること。    
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第７章第７章第７章第７章    景観重点地区に関する事項 
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増田地区の街並み（増田地域） 
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１．１．１．１．景観重点地区の指定 

横手市では、恵まれた自然や街並みを保全及び創造するため、「横手市山と川のある景観のま

ちづくり条例」に基づき「まちづくり申し合わせ事項」を２つの地区において締結し、住みよい

まちづくりと良好な景観づくりに取り組んできました。 

こうした取り組みを継承し、住民の意見や地区特性も踏まえながら、景観計画区域の中で、特

に重点的に景観形成を図る必要のある地区を景観重点地区として指定し、より積極的な景観づく

りを図っていきます。 

また今後、住民等が中心となった市民団体などから良好な景観形成について提案された地区に

ついても、その内容に応じて景観重点地区の指定を図っていきます。 

景観重点地区では、地区住民などの合意形成に基づき、地区独自の基準を定め、景観形成を図

ります。具体的には、景観形成の基本方針や届出対象行為、景観づくりの基準については、地区

ごとに定めることが可能です。地区住民を中心とした景観づくりの担い手と共に、より具体的か

つ積極的に、地区の特性を生かしたきめ細かな基準等を設け、景観づくりを進めます。 

さらに、地区住民などによる良好な景観形成に関する活動状況などを踏まえて、景観協定の締

結、景観地区や地区計画の指定など、法に基づく諸制度を活用し積極的な景観づくりを進めてい

きます。 

このような考えに基づき、「羽黒町・上内町地区」並びに「増田地区」を景観重点地区に指定

します。 

 

 

 

１．景観重点地区の指定１．景観重点地区の指定１．景観重点地区の指定１．景観重点地区の指定    
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２．２．２．２．羽黒町・上内町地区 

（１）（１）（１）（１）景観重点地区の区域景観重点地区の区域景観重点地区の区域景観重点地区の区域    

 横手市羽黒町１番から１１番、上内町１番から１２番  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）（２）（２）（２）地区の概況地区の概況地区の概況地区の概況    

羽黒町・上内町地区は、東西を愛宕山と横手川に挟まれた緑 

 豊かな歴史ある住宅地です。 

昭和 62 年には、「横手市山と川のある景観のまちづくり条例」 

 に基づき、羽黒町・上内町まちづくり委員会と市が「羽黒町・ 

 上内町地区まちづくり申し合わせ事項」を締結し、地区内の建築 

物や塀、生垣などについてのルールを定め、景観を大切にしたま

ちづくりを行ってきた地区です。 

地区には、かつての武家町の面影が残り、板塀や生垣、敷地内の樹木と愛宕山の緑が織りなす

自然と歴史が調和した風情ある景観があります。 

 

（３）（３）（３）（３）景観形成の基本方針景観形成の基本方針景観形成の基本方針景観形成の基本方針    

自然環境に恵まれた、伝統的な落ち着いたたたずまいを持った景観を、住民と市の協力に

よって保全します。 

・現存する大きな樹木は、地区にとって貴重な財産であり、安全に配慮し、適切な維持管

理しつつ保存に努めます。 

・敷地内の庭木や生垣は、その適切な維持に努め、新たな植樹や生垣化を積極的に推進し

ます。 

・建物や塀などは、地区の落ち着いた雰囲気や街並み、周辺の景観との調和に配慮したも

のとします。 

２．羽黒町・上内町地区２．羽黒町・上内町地区２．羽黒町・上内町地区２．羽黒町・上内町地区    

■羽黒町・上内町地区の街並み 

        （横手地域） 

景観重点地区景観重点地区景観重点地区景観重点地区のののの区域区域区域区域    (1(1(1(13333.6ha).6ha).6ha).6ha)    

横手南小学校横手南小学校横手南小学校横手南小学校    

（指定年月日：平成 25 年 4 月 1 日） 
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（４）（４）（４）（４）行為の制限に関する事項行為の制限に関する事項行為の制限に関する事項行為の制限に関する事項    

①届出対象行為 

行為 規模等 

建築物の建築等 

（建築物の新築、増築、改築

若しくは移転、外観を変更す

ることとなる修繕若しくは

模様替又は色彩の変更） 

・新築、増築、改築若しくは移転 

・外観を変更する修繕、模様替え、色彩の変更 

（屋根や外壁の変更部分の面積が、それぞれ２分の１を超える

もの） 

工作物の建設等 

（工作物の新設、増築、改築

若しくは移転、外観を変更す

ることとなる修繕若しくは

模様替又は色彩の変更） 

・新設、増築、改築若しくは移転 

・外観を変更する修繕、模様替え、色彩の変更 

（屋根や外壁の変更部分の面積が、それぞれ２分の１を超える

もの） 

開発行為 （一般地域と同じ） 

樹木の伐採 ・高さが１０ｍを超えるもの 

物件の堆積 （一般地域と同じ） 

土石等の採取､鉱物の掘採 （一般地域と同じ） 

土地の区画形質の変更（開発

行為又は土石等の採取､鉱物

の掘採を除く） 

（一般地域と同じ） 

※一般地域と同様に、上表のうち「建築物の建築等」と「工作物の建設等」を特定届出対象行為

とします。 

 

②景観づくりの基準 

項目 基準 基準詳細 

建

築

物

等 

配置 

道路や隣地との境界から後退した位

置とし、雪下ろしにも配慮したゆとり

のある空間を確保すること。 

 

形態 

意匠 

地区の落ち着いた雰囲気や街並み、周

辺の景観との調和に配慮した形態・意

匠とすること。 

・屋根はできるだけ勾配屋根とすること。 

・軒やひさしを出し、建物に陰影を与える

こと。 

道路側に圧迫感を与えないように配

慮すること。 
 

色彩 

けばけばしい色彩は使用しないこと。

落ち着いた色彩を基調とし、地区の落

ち着いた雰囲気や街並み、周辺の景観

との調和に配慮すること。 

・屋根の色彩は、無彩色（グレー・黒）、

濃紺、濃茶、渋茶、渋緑など落ち着いた

色彩を基調とすること。 

・外壁および柱の色彩は、無彩色（白・グ

レー・黒）、茶系色など落ち着いた色彩

を基調とすること。 
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項目 基準 基準詳細 

素材 

地区の落ち着いた雰囲気や街並み、周

辺の景観との調和に配慮した素材・材

料を使用すること。 

 

塀・生垣 

建築物と道路との間には、塀や生垣を

設けたり庭木を植えたりして、建築物

がむきだしで道路に面することがな

いように配慮すること。 

 

塀・生垣の高さや種類は、建築物との

調和や周囲の塀との連続性を考えて

選定し、地区の落ち着いた雰囲気や街

並み、周辺の景観との調和に配慮した

素材・材料を使用すること。 

・生垣および塀の高さは、おおよそ目の高

さ程度とし、周辺に合わせること。 

・塀の色彩は、黒または茶系色など落ち着

いた色彩を基調とすること。 

・やむを得ずブロック塀等を設置する場合

は、板塀に似せるなどの配慮をするこ

と。 

樹木・植栽 

既存の樹木で樹姿又は樹勢が優れた

ものは、剪定等の管理をして、安全に

配慮し、できるだけ残すように努める

こと。 

特に駐車場を設置する場合は、道路等

から直接見えないように周囲の植

樹・植栽に努めること。既存の樹木や

塀、生垣等がある場合はできるだけ活

かして修景に努めること。 

 

屋 外 広 告

物 
原則、設置しないこと。 

・やむを得ず設置する場合は、その規模は

最小限とし、地区の落ち着いた雰囲気や

街並み、周辺の景観との調和に配慮する

こと。 

電 柱 ・ 街

灯 ・ 防 犯

灯・交通標

識 

地区の落ち着いた雰囲気や街並み、周

辺の景観との調和に配慮したものと

すること。 

 

その他 
空き地・空き家は適正に管理し、周辺

の景観との調和に配慮すること。 
 

※ 一般地域で届出対象とされている行為については、上記の基準のほか一般地域の景観づくり

の基準にも適合させること。 

※「開発行為、物件の堆積」「土石等の採取､鉱物の掘採」「土地の区画形質の変更（開発行為

又は土石等の採取､鉱物の掘採を除く）」の基準は一般地域と同じ 

※建築物の建築等・工作物の建設等の景観基準を景観法第16条第３項による勧告の基準とし、さ

らに建築物及び工作物の色彩の基準を景観法第17条第１項による変更命令の基準とします。 
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３．３．３．３．増田地区 

（１）（１）（１）（１）景観重点地区の区域景観重点地区の区域景観重点地区の区域景観重点地区の区域    

      
 

（２）（２）（２）（２）地区の概況地区の概況地区の概況地区の概況    

増田地区は、横手市の南東部に位置し、秋田県と岩手・宮 

城県とを結ぶ交通の要衝として、また、雄物川水系の成瀬川 

と皆瀬川の合流地点として栄え、古くから政治や経済の上で 

も重要な位置を占める歴史豊かな地域です。 

 中七日町通りに残る明治のはじめから戦前にかけて建てら 

れた主屋が軒を連ねる街なみは、今後の地域の活性化に重要 

な役割を果たす歴史・文化系資源としてその保全やまちづく 

りへの活用が図られています。また、地区の一部が平成 25年

12 月、文化財保護法に基づく「重要伝統的建造物群保存地区」に選定されました。 

 

（３）（３）（３）（３）景観形成の基本方針景観形成の基本方針景観形成の基本方針景観形成の基本方針    

 城下町の町割りを継承して形成された歴史的街なみについて、住民と市の協力によって保 

全します。 

・建築物や工作物は、歴史的な街なみ、周辺景観との調和に配慮します。 

・敷地内の庭木や生垣は、その適切な維持に努めます。 

・横手都市計画で決定された横手市増田伝統的建造物群保存地区については、横手市増田伝 

 統的建造物群保存地区保存計画で規定する保存整備計画等に従うものとします。 

３．増３．増３．増３．増    田田田田    地地地地    区区区区    

■増田地区の街なみ（増田地域） 

景観重点地区の区域景観重点地区の区域景観重点地区の区域景観重点地区の区域（（（（46.6ha46.6ha46.6ha46.6ha））））    

横手市増田町増田字縫殿、月山、上町、

関ノ口、中町、七日町、土肥館､本町､ 

田町、新町のうち、点線内の部分  

（指定年月日：平成 27 年４月１日） 

[ 撮影者：杉本和樹 ] 


